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１６時００分 開会 

 

○舟田座長  それでは定刻となりましたので、「放送分野における個人情報保護及びＩ

Ｔ時代の衛星放送に関する検討会」第３回の会合を開催いたします。 

 それでは、議事に入ります前に、資料の確認をお願いいたします。 

○藤野衛星放送課課長補佐 本日の資料でございますが、まず最初に、資料３－１としま

して、最初にご説明いただく財団法人衛星放送セキュリティセンター様の資料、これは非

公開の扱いとさせていただいております。 

 それから、個人情報保護に関して、各社のヒアリング資料といたしまして、資料３－２

－１は日本ケーブルテレビ連盟様、資料３－２－２はモバイル放送様で、これも非公開の

資料でございます、資料３－２－３としてビーエス・アイ様で、これは一部非公開になっ

ております、資料３－２－４としてビー・エス・ジャパン様、資料３－２－５としてビー

エスフジ様、これも非公開としております。それ以外に、左旋円偏波の利用に関するもの

として、資料３－３、資料３－４となっております。 

 不足等はございませんでしょうか。 

○舟田座長 本日は、財団法人衛星放送セキュリティセンターに安全管理の取組みについ

てご説明をお願いしております。 

 なお、当議事につきましては、同財団より、プレゼン内容に同財団及びその顧客事業者

の経営上の秘密に亘る事項が含まれるとの申立てがあったため、これを考慮して非公開と

したいと思います。 

 それでは、財団法人衛星放送セキュリティセンターから１０分程度でご説明をお願いし

たいと思いますが、代表として財団法人衛星放送セキュリティセンターの駒沢専務理事様、

及び泉谷業務部担当部長様よりお願いいたします。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） それでは私から、お

手元の資料に沿いましてご説明いたします。 

 ＳＡＲＣの有料システム及びセキュリティの管理業務につきまして、その経緯をお伝え

いたします。資料に書いてありますように、１９８０年代、我が国の電気通信技術の進歩

は大量の情報を伝送することを可能にした反面、電気通信システムへの不正なアクセスが

容易になり、プライバシーの侵害など深刻な問題が生じるおそれがあって、このため限定
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された受信者のみアクセス可能とするコンディショナル・アクセス・テクノロジー（限定

受信方式、ＣＯＡＴＥＣ）の基盤技術の研究開発が必須となった情勢にあります。 

 そこで、郵政省（現総務省）の指導のもとに、１９８７年にＣＯＡＴＥＣ研究所が設立

され、ここに優秀な技術者が集まりまして、４年２カ月にわたる研究開発を経て、不正な

アクセスを防止する我が国独自のＢＳスクランブル方式（ＣＯＡＴＥＣ方式）が開発され

ました。 

 さて２項ですが、我々のほうはＣＯＡＴＥＣ放送に当たっていろいろな業務が発生しま

す。データのＩＤ、個々のデータ、その業務、それからこの大きなシステムのセキュリテ

ィを守るという目的のために、当財団が設立されました。当時は、このセキュリティを一

元的に管理するという方針のもとに財団という形で設立しました。以来もう１４年になり

ますが、我々が今誇りにしていますのは、諸外国がありますけれども、日本のアナログ有

料放送が１件の事故がなく推移している、これが当財団の誇りでもあります。 

 次のページに移らせていただきます。一方、有料放送のほうですけれども、１９９０年

８月に放送衛星が種子島で上がりまして、この衛星を使いまして、ＮＨＫが２チャンネル、

ほかの民間が１チャンネルという割当がございまして、その中に日本衛星放送、国策とい

うか多くの人たちが参加してつくった会社ですけれども、現在のＷＯＷＯＷが１９９１年

４月から、セント・ギガ、衛星デジタルの放送が、始まっております。あわせまして、こ

のころからそうですけれども、通信衛星を利用した有料放送が、いろいろなメーカーが参

入しまして、１９９２年から一頃はＣＳが１２社、ＢＳが２社、計１４社まで至った経緯

がございます。しかし、ＣＳのほうがデジタル化が非常に進みまして、１９９６年のデジ

タル放送、パーフェクＴＶのデジタル化が進みまして、現在はＣＳはミュージックバード

１社、ＢＳはＷＯＷＯＷ・旧セント・ギガの２社、３社体制で有料放送が行われておりま

す。 

 有料放送の仕組みですが、言葉で言いますと、番組信号を電気的にスクランブルしまし

て、契約者のデコーダに信号に戻す鍵情報を入れておきまして、その契約した人だけが受

けとれる。こういう方法で伝送して契約者のみの視聴を可能にしております。システムは

かなり複雑ですが、その人だけが受けとれる仕組みで有料放送の限定受信が成り立ってお

ります。 

 皆様のお手元に、ＳＡＲＣの有料放送システムという図がありますので、これをそばに

置きながらお願いしたいと思います。今申し上げました契約者の持っているデコーダだけ
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が鍵情報を受け取れる限定受信を伝送するために、個別情報ですから、いろいろな暗号と

鍵の仕組みがございます。まず、放送事業者、我々のＳＡＲＣ、衛星放送セキュリティセ

ンター、デコーダメーカー、加入者の４社が絡んでおります。我々のほうはこの図の真ん

中の青色の部分ですが、鍵管理というかセキュリティの管理として放送局の識別プロトコ

ル、暗号番号等、割当はＳＡＲＣが一元的にすべてを担っております。 

 もう一つは、暗号の中で顧客は限定を受けるということで、デコーダのＩＤ、マスタ鍵

が非常に重要になりますけれども、これがＳＡＲＣのみというか、ＳＡＲＣで一元的にや

っております。 

 （（財）衛星放送セキュリティセンターより、同財団におけるセキュリティ確保の観点

から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。） 

 特に鍵に関しましては、図にマスタ鍵の部分がありますが、これをデコーダメーカーに

払い出します。デコーダにマスタ鍵を埋めなければいけません。これに関しましては、先

ほど言いましたとおり、鍵が情報が出てきて、それに暗号をかけまして、それを配送しま

す。デコーダメーカーでは、鍵書込み器という暗号を解く器械で、我々から送ったＩＤ番

号、鍵情報を暗号を解いて受けるわけですが、その鍵書込み器を我々のほうから貸与して

おります。貸与しまして、その管理状態を定期的にチェックして、管理体制を決めて、そ

れが監査にいく。このような仕組みで、一元というのはこういうところでしたら、そうい

う装置を貸与しているということでございます。 

 上のほうに放送事業者がおりますが、スクランブルをかけるＰＮ信号、（（財）衛星放

送セキュリティセンターより、同財団におけるセキュリティ確保の観点から非公開の請求

があったため、それを考慮して議事録より削除。）共通情報暗号器、こういう暗号に関す

る機器はＳＡＲＣのほうから貸与して、それを定期的に管理しています。 

 （（財）衛星放送セキュリティセンターより、同財団におけるセキュリティ確保の観点

から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。）ＢＳアナログの有料

に関する暗号に関しては、使う機器に関しましては一元的にＳＡＲＣから貸与して、それ

を管理し、こういう仕組みにしてございます。 

（（財）衛星放送セキュリティセンターより、同財団の顧客事業者の経営上の秘密に亘

る事項が含まれることから非公開の請求があったため、又は、同財団におけるセキュリテ

ィ確保の観点から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。） 

○舟田座長 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまのご発表について、ご質問、ご意見ございましたらお願いいたしま

す。 

 よろしければお伺いしたいのですが、そうしますと、いろいろな個人情報を蓄積あるい

は管理なさっているわけですが、個人情報の主体である一種のエンドユーザーと直接かか

わり合うということは全くありませんか。すべて委託先の放送事業者との間のやりとりだ

けですか。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） 人に関する個人情報

に関しては、デコーダを契約する人の情報が放送事業者にいきます。我々のほうはむしろ

個別情報、機械の場合はそういっておりますが、機械の暗号、鍵のほうを管理しておりま

して、個人の情報は我々のところでは扱っておりません。 

○舟田座長 扱っていない……。 

○駒沢専務理事（財団法人衛星放送セキュリティセンター） 扱っていないというよりは、

具体的に放送事業者からの情報によって我々のほうの管理が進んでいくということで、座

長のおっしゃるように、ダイレクトな格好での結びつきは今のところはされていないとい

うことですね。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） ただ、システム的に

は、契約した個人の契約情報は我々のところへ平文という形で来ます。これを放送電波で

流すときに、我々のマスタ鍵を使って暗号をかけて放送をかけます。それで電波を出しま

す。そういう暗号のかかったものは、我々が持っている鍵と同じ鍵でないと絶対開かない

ようになっています。そういう意味で、電波で飛んでもそれは限定された受信機しか見ら

れない。このようなことでは、個人情報に暗号をかける、そしてお返しする、放送電波へ

流す。このようなことをやっております。 

○駒沢専務理事（財団法人衛星放送セキュリティセンター） そこでは、視聴者と直接結

びついているというか、そういうつながりでございますね。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） もう一つは、人間に

はこれでいいのですが、コピーという問題があります。デコーダが個別情報、こちらにマ

スタ鍵という一つ一つ違う鍵を埋め込みますけれども、それは我々のところで扱っていま

す。（（財）衛星放送セキュリティセンターより、同財団におけるセキュリティ確保の観

点から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。）それが盗まれてク

ローンができないような管理をやっています。言ってみれば、個別情報が主体でございま
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す。 

○舟田座長 そうしますと、おたくの財団は個人情報保護法にいう取扱事業者であるとお

考え……これを財団の方にお聞きするのはちょっと変かもしれませんが、財団としてはど

う受けとめているかという意味なのですが。 

○駒沢専務理事（財団法人衛星放送セキュリティセンター） これは、ある意味において

一番重要な事業者であるという、関連する事業者ですね。 

○舟田座長 もう一つ、契約者ができました、それでいきます、それから契約解除される。

この顧客は契約を解除されたので、そのデータはどうするんでしょうね、削除して……。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） これは、契約解除と

いう情報が加入者から放送事業者へいきます。契約解除の個人情報が我々のところへ来ま

す。そうすると、我々はそのデコーダ、また鍵でこの契約者はそれが見られないようにし

なさいという、放送事業者のほうからこの人の鍵をもうとってくださいという信号が来ま

す。それを暗号をかけて放送電波に流します。そうすると、先ほどと同じように、同じ鍵

を持ったデコーダが受け取ります。そして、受け取ったら鍵を引っこ抜きなさいという信

号が入っていますから、引っこ抜かれる。このような形で契約解除か成立するというか、

契約解除となっていきます。 

○舟田座長 私、まだよくわかっていないですね。この人は契約を解除されましたという

情報は、おたくは蓄積するんですか。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） これは、来たものを

我々は暗号をかけて放送事業者にお返しして電波に乗せます。したがって、いってみれば

来た平文が暗号をかけてそのまま返ってきますから、我々のところでは残りません。 

○舟田座長 残らないんですね。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） はい。 

○藤原構成員 今の点に関連して、３．（３）の事業者から送られてくる個人情報、契約

情報を暗号化して返しておられるということですが、その処理期間は平文のものをどのぐ

らいの間置いてあるのですか。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） それはもう瞬時です。

（（財）衛星放送セキュリティセンターより、同財団におけるセキュリティ確保の観点か

ら非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。） 

○藤原構成員 失効するときもまた瞬時である。 
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○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） はい。 

○藤原構成員 そうすると、平文のものがセンターに残っていることはないわけですね。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） ないですね。 

○藤原構成員 しかし、個人情報取扱事業者であるという認識であるということですか。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） むしろ個人個人の鍵

情報を我々が預かりますから、しかも、その鍵……。 

○藤原構成員 鍵情報が個人を特定……。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） 個人というよりもコ

ピーですね。 

○藤原構成員 特定することは可能であるから、個人情報取扱事業者であるというご認識

ですか。 

○泉谷業務部担当部長（財団法人衛星放送セキュリティセンター） 鍵は、むしろとられ

たらクローンができますから、これはもう大変な管理をきっちりやらなければいけません。 

（（財）衛星放送セキュリティセンターより、同財団におけるセキュリティ確保の観点か

ら非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。） 

○舟田座長 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 次の議事からは公開とさせていただきたいと思いますので、ヒアリング関係者及び傍聴

者にご入場いただきます。しばらくお待ちください。 

 

（ヒアリング関係者及び傍聴者 入場） 

 

○舟田座長 それでは、議事を再開させていただきます。 

 本日は、前回に引き続き個人情報保護の取組みに関して関係者からのヒアリングを行い

たいと思います。本日は、社団法人日本ケーブルテレビ連盟、モバイル放送株式会社、株

会社ビーエス・アイ、株式会社ビー・エス・ジャパン、そして株式会社ビーエスフジの各

社にご意見の陳述をお願いしております。 

 まずは、社団法人日本ケーブルテレビ連盟から、１５分程度でご意見の陳述をお願いし

たいと思います。代表として、社団法人日本ケーブルテレビ連盟の水島常務理事事務局長

様及び小林技師長補佐様よりお願いいたします。 
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○水島常務理事・事務局長（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） ただいまご紹介いただ

きました日本ケーブルテレビ連盟の水島でございます。平素は、ケーブルテレビ事業に対

しまして格別のご理解とご指導をちょうだいいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 個人情報保護に関する対応につきましては、私ども連盟は通信セキュリティ部会という

ところで対応いたしております。ご下命の点につきまして、事務局の担当の小林技師長補

佐と、後ろに控えておりますが、山本総務管理課長からご報告申し上げます。よろしくお

願いいたします。 

○小林技師長補佐（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） 日本ケーブルテレビ連盟、小林

と申します。それでは、私どもの事業者における個人情報保護の取組みに関してご報告、

ご説明させていただきます。 

 資料３－２－１をごらんになっていただけますでしょうか。ここでホッチキスでとめて

ある一塊が私どもの説明資料となっております。よろしくお願いいたします。 

 それでは１ページめくっていただきまして、ここからお話しさせていただきます。 

 個人情報保護の基本的な考え方は言うまでもないですが、ＩＴ時代における情報保護、

特に個人情報保護に関しては、我々ケーブルテレビ事業者にとっても最重要課題であると

位置づけております。昨今、いろいろなところで情報の漏洩が出ておりますが、そういう

ことがないように、我々としてもきちんとしていくということで考えております。 

 それでは、内容の説明をさせていただきます。私ども日本ケーブルテレビ連盟は、数百

社おりますケーブルテレビ事業者の連盟機構として、本部機構として機能しております。

各事業者様にどのような形で個人情報保護に取り組んでいただけるかということに関して

我々のほうからいろいろなものを指導するということで、一つとして、各事業者が安全・

安心マークと呼ばれるシールでございます。認証機関が発行しているシールから、ＩＳＭ

Ｓと言われる情報セキュリティ管理システムの認証を取るまで、この間には「～」で書か

せていただきましたが、プライバシーマークなどのいろいろな認証マークがございます。

そういうものを取得して、これは決して取得することが目的ではなく、取得する過程にお

いてつくり上げられるであろう体制とか諸規程、あるいは従業者の自発的な考え方の向上

が非常に大事なものとなってきます。そういうものをつくっていける体制を構築するため

の連盟としての大筋のガイドラインの策定・制定、それにかかわる支援・指導、そして啓

蒙・啓発に努めていく。そういう活動をしていくことになっております。 

 顧客の個人情報につきましては、個人情報保護法に規定があるのですが、利用目的をし
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っかり明確にして、目的外利用を絶対しない、セキュリティの強化、セキュリティ・プラ

イバシー・ポリシーを自ら設定し、それをお客様並びに加入者に公開するということにな

ります。 

 連盟の本部の中で、事業者に集まっていただきましてセキュリティ委員会を既に設立し

ております。我々はその検討の中でケーブルテレビ事業者のセキュリティに対する基本的

な考え方、皆様への配布資料として今日はお届けしてはいないのですが、我々が中で使い

ます小冊子をつくり上げまして、その中で私どもがセキュリティに対する基本的な考え方

を統一していこうということで、事業者にこういうものをお配りいたしました。そして事

業者に公表いたしました。 

 インターネットを介した外部からの侵入は、便利な裏にはこういう侵入があります。こ

れも、侵入されれば被害が大きくなりますので、効果的な対策を考えて、事業者によって

はセキュリティの基本方針、個人情報保護法に則った形での社内規程をつくり上げられ、

そういうものに則ってきちんと運用されています。 

 しかしながら、このような考えのもとで事業運営を行っているものの、まだ連盟に加盟

していただいているケーブルテレビ事業者すべてがそういうものをきちんと制定している

かというと、残念ながら内規についてはまだ整備中のところもあります。我々はそのよう

な事業者にも啓蒙・啓発活動と支援・指導をしながら、このような関連事項の整備につい

て平成１６年中を目指して制定をしていくように支援・指導していくつもりでございます。 

 しかしながら、すべての事業者においてそのようなガイドラインができたから、あるい

は指導・支援ができたからといって、体制ができるわけではなく、「人・物・金・時間」

の四つの要素によっては、少し時間のかかる事業者も中にはいらっしゃいます。これが、

個人情報を保護するための体制づくりには大きな要素となるということでございます。 

 それではもう１枚めくっていただけますでしょうか。次が営業対象者、加入者ととらえ

ていただいて結構だと思います。営業対象者の個人情報に対する個人情報に関する対応で

ございます。 

 二つに分けさせていただいたのですが、ケーブルテレビ連盟として行うこととケーブル

テレビ事業者がおやりになることに分けて書かせていただきました。上のほうが我々連盟

の本部としてやることでございます。日本ケーブルテレビ連盟は、各支部に、我々は北海

道から九州までいろいろな支部があり、１２支部あったと思います、またその下にはいろ

いろな事業者に加入していただいているのですが、各支部に個人情報保護担当もしくは情
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報管理担当者を組織し、その担当者に情報を渡すと一貫した情報がきちんと流れるような

組織をつくっていくつもりでございます。その情報管理担当者に対して私どもは啓蒙・啓

発並びにセキュリティ体制の構築をするための指導と支援を行っていく予定でおります。 

 ケーブルテレビ連盟としまして、体制ができたからといってその話がそこで打切りにな

るわけではなく、事業者への個人情報保護に関する定期的な啓蒙・啓発活動は継続しなけ

ればいけません。これからもっと新しい時代に入りますと、どのような情報漏洩の形があ

らわれてくるかまだわからないところがございます。これからはユビキタス、ｕーＪａｐ

ａｎという話もあります。そういうところで無線系の漏洩も考える必要がございますし、

いろいろな形で出ると思います。時代に即した体制がとれるように、連盟として常に見直

しを指導していくことになります。事業者の具体的な対応例は資料に書かせていただきま

したが、これは皆様のところでも既におやりになっているということで、一つには、きち

んとした個人情報の利用目的、あるいは第三者提供をする・しない、オプトアウトのよう

な形で申告があった場合はきちんと削除するなり提供をやめるということをうたうことが

必要になってきます。 

 社内管理体制として、情報のセキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティ委員会が

組織を横断した形で、会社として一丸となる形の対応をすることもやっていらっしゃいま

す。ＩＤやパスワードは、ＩＴ業界においては当たり前の話になるのですが、これからパ

スワードに関しては生体認証も出てくるでしょうし、あるいは常にパスワードが変わる一

過性のパスワードも出てくると思います。ＩＤにおきましても、定期的に更新することな

ども必要になってくると思います。顧客情報が入っておりますサーバとかデータベースに

おけるアクセスはより進化した形でのアクセス権限の向上をやっていくことになります。 

 リスクマネジメントとしましては、こういうことがないのが望ましいのですが、仮に情

報漏洩が発生した場合の速やかな対応、すなわちエスカレーションフローがきちんとつく

られていて、トップレベルまでの情報の行き渡しができる緊急対応フローも決めていくこ

とはやっています。それから全従業員、これは全従業員という形で書かせていただきまし

たが、役員からパート、アルバイトまで含みます。決して正社員だけではなく、会社にか

かわるすべての人間に関するセキュリティ教育を年４回実施しているところもあります。

これは啓蒙・啓発活動として我々も推奨しなければいけないところでございます。個人情

報保護法並びにＪＩＳＱ１５００１に適合した見直し作業も６月を目処に実施している事

業者もおられます。これは当たり前と言えば当たり前の話になるのですが、ウェブサイト
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において事業者が考えているポリシーを加入者あるいは一般の方に公開することもやって

おります。これが営業対象者への個人情報に関する対応でございます。 

 次のページをめくっていただけますでしょうか。有料放送契約者における個人情報の対

応で、これは同じような言葉が出てまいりますが、我々連盟としましても、連盟としてセ

キュリティポリシーを策定し、このポリシーに基づいた形で事業者への運用の指導並びに

事業者がつくるセキュリティポリシーのもととなる形のものをつくっていくつもりです。 

 ケーブル事業者は、放送と通信、あるいは放送だけの事業者もおられますが、両方のお

客様がいらっしゃいます。通信系も放送系も、同じお客様の場合は同じ情報を取り扱って

おりますので、一元的にそれを取り扱い、かつ内規によってその情報へのアクセスは担当

レベルにおいて、例えば名前だけ、契約だけ、サービスだけとか、個人情報のもっと深い

レベル、例えば銀行口座、クレジットカードまで見られるなど、そういうレベルの設定も

やっていらっしゃるところがございます。システム的には、ファイアウォール並びにメー

ルサーバできちんとしたセキュリティをつくっております。一時期、警察官だったと思い

ますが、持って帰った情報をＰＣ上にのせて仕事をされたときに、Ｗｉｎｎｙと言われる

ファイル交換ソフトウエアが、知らない間にそれを持っていったという話も中にはあった

かと思います。こういう形でＰＣの仕事の仕方も考えていく必要があるのではないかとも

考えております。あとは、データベースの監視システム。これはいろいろなシステムが出

ております。ネットディテクターなど１つの名前を挙げましたが、そういうソフトウエア

もありますし、ＰＣの利用認証、利用制限システムを管理するソフトウエア、どのような

文書が持ち出され、誰が持ち出したかという履歴をとり、それがいつ戻されたかというも

のまで管理できるシステムも、ソフトウエア的にはいろいろなところから出されています。

こういうものを有機的にリンクして、きちんとしたセキュリティのシステムをつくってい

る事業者もおられます。 

 このような形で、いろいろな対応を連盟なり事業者はやっているのですが、最後の５ペ

ージになります、放送事業者の個人情報保護指針策定に対して、僣越ながらご意見を少し

述べさせていただきたいと思います。 

 まず、本検討会においての指針策定に当たって、私ども通信・放送分野のみ突出した内

容がないようなことを、できればご考慮していただきたいと考えております。医療、学校、

銀行といろいろなところの個人情報保護が出てくると思います。そこ自体の個別の内容に

なることは重々承知しておりますが、ひとつこの辺も考慮していただきたいというのが一
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つの意見でございます。それから、事業者の規模・運営実態は、１ページで述べさせてい

ただきましたが、人・物・金・時間という形ですぐさま個人情報保護のシステムがつくり

上げられる事業者が中にはいらっしゃらないのも事実でございます。そういう事業者の運

営実態も勘案した内容としていただきたいという意見でございます。 

 下は、私どもが本検討会で決められた内容を踏まえつつ、ケーブルテレビ連盟としても

それに則ったガイドラインの作成を検討するなりつくるなりしていくつもりでございます。 

 最後になります。またこれも同じような話になって恐縮ですが、セキュリティ対策にか

かわる事業者の状況によっては、人・物・金の最後のカネ、あるいは時間というものがい

ろいろな形で影響してきます。セキュリティ対策にかかわる費用について何らかの支援措

置を検討してもらえればありがたいと思っております。 

 駆け足でお話しさせていただきましたが、以上が日本ケーブルテレビ連盟からのご説明

になります。どうもありがとうございました。 

○舟田座長 ありがとうございました。 

 それでは、今のご発表に対してご質問なりご意見等がございましたら、お願いいたしま

す。 

○藤原構成員 どうもありがとうございました。二つあります。一つは、ケーブルテレビ

連盟のほうで認定個人情報保護団体という団体についての議論をなさったことはあるかど

うか、それは考えているかということです。この点はいかがでしょうか。 

○小林技師長補佐（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） 私どもが、先ほど出ました安

全・安心マーク、プライバシーマーク自体を認証する機関としてケーブルテレビ連盟がな

るかというご質問でございますね。 

○藤原構成員 いや、個人情報保護法３７条以下に認定個人情報保護団体という仕組みが

あるのですが、その仕組みについて、マークの認証機関にならなくてもいいのですが、そ

れに何らかのご関心があるかということ、例えば苦情処理などいろいろな問題を自分たち

で解決するための団体ですので、それについて検討なさったことがあるか、あるいは検討

するおつもりがあるかという質問です。 

○小林技師長補佐（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） セキュリティ委員会でまだそこ

まで検討は始めてはいないのですが、私どもはそういう団体に関する加盟はこれから積極

的にやっていこうと考えております。 

○藤原構成員 念のために申し上げておきますが、加盟ではなくて自分たちでつくるとい
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う話なのです。 

 二つ目は、規模・運営実態をということだったのですが、ケーブルテレビ事業に特化し

た事業者が多いのか、あるいは親子関係にある企業、グループ企業の一つとしてこの事業

をやっているところのほうが多いのでしょうか。どちらが多いですか。 

○小林技師長補佐（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） マルチプル・システム・オペレ

ーター（ＭＳＯ）と呼ばれるようなところは大きなところが資本を持っておられる、ある

いは地方におきましては電力系、鉄道系のところが持っていらっしゃいます。そういうと

ころは、一貫した形でポリシーを下の関連会社まで浸透させていただいているところもご

ざいます。ただ、独立系のところと言うとちょっと語弊がありますが、第三セクターも含

めるのですけれども、そういうところに関しては、ご自身がつくられることがこれからな

されることになってきます。 

○藤原構成員 とくに伺いたいのは、独立系はどのぐらいあるかということです。 

○小林技師長補佐（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） ケーブルテレビ連盟に加入して

いただいているケーブルテレビ事業をやっているところは３６７社で、その中で弱小に関

して言うならば……。 

○水島常務理事・事務局長（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） いわゆる独立系という

分類の数字はあれしていないのですが、頭の中でいたしますと、ＭＳＯと言われるジェイ

コムが約２０社、ＪＣＭが１２～１３社でしょうか。メディアッティが５～６社というこ

とで言うと、４０社程度がいわゆるＭＳＯグループですね。その他は、基本的に独立系の

形で運営されている事業体でございます。ただし、事業の目的に沿って連携して共同事業

を行う、例えばデジタル放送対応に受信点を１個所にして、ヘッドエンドを共有するよう

な事業の連携が進んでおりますので、そういう意味での事業を共有する連携は進んでおり

ますが、各社が独立経営の形態でございますので、圧倒的多数は独立事業者という実態で

ございます。藤原構成員のご質問はそういうことでございましょうか。 

○藤原構成員 わかったのですが、質問の趣旨は、事業を連携して個人情報を共同で利用

するようなことがあったらそれなりの対処が必要だし、単体で使っていれば単体企業での

努力で済みますけれども、事業形態によって保護の方針は違うのではないかということで

す。それから、「通信・放送分野のみ突出しない内容」というのは、お考えはわかるので

すけれども、国会決議には反するような気がします。それだけ申し上げておきます。 

○舟田座長 私からも、今のご質問とも関連するのですが、４ページで、情報へのアクセ
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スは限られた社員のみしか利用できないようになっていることと、その次が、ファイアウ

ォールという言葉がありますが、例えば、ケーブル事業者は放送目的で個人情報をとりま

すが、同時にそのケーブル事業者は通信もやっている、あるいは、もしかしたら少し違う

こともやっているかもしれないですね。そういう多目的利用の場合ですが、同意をとれば

もちろん使えるわけですけれども、どの程度特定して同意をとったらいいか。これは実は

今日お聞きした皆様にも時間があればお聞きしたいことなんですね。二日前のヒアリング

のときにも、会社がやっているほかの事業にも個人情報を利用できるようにしてほしいと

いうご要望を承りました。その際には、どういう同意のとり方かということが問題になっ

て、弊社の事業には使いますと、例えばケーブルテレビの視聴者に対して通信にも使う、

あるいは使わない、あるいは同意をとる、あるいは通信以外のほかにも……二日前の事例

ではどういうことでしたかね、こういう事業をやりたいのだが、これにも流用といいます

か、多目的に利用したいということがありました。その辺、事業者でこういうふうにした

いとか、こうしているということを今ご存じでしたから、お答えいただきたいと思います。 

○小林技師長補佐（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） 放送と通信は、通信のほうはイ

ンターネットということで考えますと、放送に入られていろいろなチャンネルの契約をさ

れます。そのときには契約書にこういう情報を書いていただく形で、名前や住所、口座番

号等を書いていただいて同意のもとに契約書が取り交わされます。次に、その方がケーブ

ルインターネットもサービスとしてあるなら入りたいと言われたときは、ケーブルインタ

ーネット側にまた別の書式の契約書が事業者によっては存在します。そこには同じような

形で書いていただく内容、あるいはそこに文言として、既に放送サービスを受けていらっ

しゃる場合は同じ内容として使わせていただくという文言を入れているところもございま

す。そういう形で新たに書いていただくような情報をつくる場合は、契約書は別になって、

そこにもきちんと同意について書かれているということでございます。 

○舟田座長 これからガイドラインをおつくりになるので、その辺をどうなさるのか。も

ちろん私どもも考えなければいけないのかもしれませんが。つまり、営業情報として、ケ

ーブルテレビの契約として得た個人情報をその会社の別の営業目的に使うことは、資料で

は「限られた社員のみしか利用できない」にしておりますが、そういう具体例があるとい

うことだと思いますが、そういうルールにするのかどうかを検討していただきたいと思い

ます。 

○小林技師長補佐（社団法人日本ケーブルテレビ連盟） わかりました。 
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○舟田座長 ほかにございますか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 続きまして、モバイル放送株式会社を代表して、田島マーケティング統括部長様及び小

笠原事業推進部マネージャー様から、よろしくお願いいたします。 

○田島マーケティング統括部長（モバイル放送株式会社） モバイル放送の田島でござい

ます。よろしくお願いいたします。資料に基づきましてご説明させていただきます。 

 私どもはまだ放送サービスを実施してございませんので、現在計画を進めている内容と

取組みについてご紹介させていただきたいと思います。あわせまして、モバイル放送とい

う新しい名前なので、最初に会社について若干ご紹介させていただくという順序でご説明

させていただきたいと思います。 

 まず最初に、モバイル放送株式会社の概要でございますが、私ども、衛星を用いまして

デジタルな音声放送を行うために開設された衛星放送局ということでありまして、昨日、

総務省から免許を交付いただいたばかりでございます。会社といたしましては、資料にあ

りますとおり、本社、放送センター、メディアセンター、カスタマーセンターの４つの事

業所でできておりまして、設立はちょうど６年前でございます。資本金は約３６０億円で

ありまして、代表は溝口哲也です。資料は４月２６日現在でございますが、８１社の参加

をいただいてこの事業を進めようとしているところでございます。 

 次に位置づけについてでございますが、これは全く新しい放送メディアということで考

えております。横軸に固定、移動の受信の軸をとり、縦に全国か地域かと見ますと、モバ

イル放送では全国、移動体の分野に入るかと思います。そこで初めてマルチメディアでマ

ルチチャンネルということで、個人と移動体向けの全国放送のサービスという位置づけで

ございます。 

 下のシステム概要ですが、人工衛星は３月１３日に上がりまして、モバイルサットと命

名してございますが、ここから電波を、デジタル放送を流しまして、移動体の端末にこれ

を受信するということですから、屋外あるいは移動中に携帯の端末で楽しめるという放送

サービスでございます。右側のほうは放送センターが書いてありますが、ここからコンテ

ンツを衛星に上げまして、衛星からモバイル端末に送る仕組みでございます。ただ、都会

等におきましては遮蔽物が多いものですから、そこについてはビルの影等では受信が悪く

なるところがございます。そういうところで補完する意味でギャップフィラーというもの

を用意しております。 
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 サービスの仕組みでございますが、資料に図示しております。今申し上げました内容を

図にいたしますとこういう形でございます。コンテンツプロバイダー、コンテンツの充実

を図りまして、放送センターを通じて個人の顧客向けのサービスを展開するということで

ございます。そこには加入申込と料金の回収、赤でマークしてあるところが今回の個人情

報に関する部分でありまして、第２項でご紹介させていただきます。 

 端末に関しましては、各メーカーから提供されまして、販売代理店を通して顧客にわた

る流れでございまして、サービスにつきましては、夏以降を目標に現在準備を進めている

ところでございます。サービスの内容といたしましては、音声３０チャンネル、簡易画像

７チャンネル、データ放送１チャンネルで約４０チャンネルのサービスをしたいと考えて

ございます。 

 次に、モバイル放送における個人情報の取扱いについて、その流れについて簡単にご紹

介させていただきます。 

 まず、加入契約の流れでございますが、加入申込書をお客様からいただくことによりま

してカスタマーセンターに送られ、ここから登録がされるということでございます。最終

的には放送センターに蓄えられまして、ここからお客様のところの回収というところでは

クレジット・金融関係、メルマガ等の雑誌系の配信もあわせて行います。現在、こういう

サービスの中で、外注先を選定しておりまして、当然のことながらセキュリティ管理のし

っかりしたところを対象に選んでおります。もう一つ、鍵のかかるのは電子ロックという

ことでとっておりまして、部屋あるいは専用端末室等にも電子ロックを、ＩＴのテクノロ

ジーでのセキュリティを設置する計画で進めているところでございます。 

 二つ目に、ウェブ上からの情報の収集に関しましては、基本的に流れは今と同じでござ

いますが、左側の外部のサーバレンタルを利用しまして、ここに個人情報が蓄積されると

いうことでございます。これに関しましても、そこにアクセスするに関しましては、私ど

もでは専用室を通してアクセスするように計画しておりまして、かなりシビアな体制を準

備しているところでございます。 

 次に、現在までの取組みについてご紹介させていただきたいと思います。私どものサー

ビスインに向けて現在システムづくりと並行して運用を進めているということでまずご理

解いただきたいのですが、まず１番目に、今年３月に個人情報ワーキンググループ（Ｗ

Ｇ）を発足いたしまして、管理規程及び取扱いの細則を個人情報保護法に基づいて規定い

たしました。 
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 ２つ目でございますが、さらにこれを拡大発展いたしまして、個人情報委員会プロジェ

クトを発足してございます。これにつきましては、全社的な取組みということで運動の展

開、個々のシステムにおける運用管理規程も取りまとめを目的にスタートしたところでご

ざいます。 

 ３番目に、ホームページは現在も公開していますが、これに合わせましてプライバシー

ポリシーを選定してございます。当然のことながら、これに関するいろいろな問合せ等も

あろうかということで、既にプライバシーインフォメーションのメールアドレスを設けま

して、これの実質運用をスタートいたしました。この内容につきましては、利用の目的、

あるいは取得情報の項目等を明記してございまして、それに関する問合せもきちんと対応

しているところでございます。 

 ４番目でございますが、委託先に関しましては、先ほど少し申し上げましたけれども、

安全管理のレベルの高いところとの連携を進めたいということで計画を進めております。

そういう意味で現在、大手のデータセンターを利用したり、あるいはカスタマーセンター

としては、先輩の企業とも連携しながらノウハウを指導していただく形で進めているとこ

ろでございます。 

 ５番目は、先ほどと若干重複するところがございますが、入退室管理のＩＣカード、あ

るいはウェブ上の個人アクセスについての専用端末室の設置など、こういう物理的な面に

ついては既に工事も完了しております。当然のことながら、責任体制の明確化あるいは担

当者の明確化を行っているということでございます。また、最初の契約の加入契約書の段

階で申し上げました点ですが、これに対しましては自社で管理しておりまして、当然のこ

とながら外部からの不正アクセスの対応に対しましては、現在の最新のテクノロジーを用

意して体制を整えているところでございます。 

 以上が、現状における取組みでございます。 

 最後でございますが、課題について申し上げますと、プライバシーマークの取得につい

ては今年を目標に現在進めているところでございます。当然のことながら、コンサルタン

ト企業との契約を図って指導を受けているところでございます。それと、本社の規程の中

に定期的な監査指導を受けるという項目を入れてございますので、ここも現在選定を受け

るということで、最終的な運用に入りましたらこのような形を図っていきたいと思ってお

ります。 

 二つ目は、言わずもがなでございますが、全社運動ということでのモラルの向上、取扱
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行動基準をきちんと教育した上でサインをいただく。特に、正社員あるいは契約社員と、

雇用形態の流動化の中でこういうことも大事であると思っております。 

 クレームに対する準備に関しましても、通常対応はカスタマーセンターで行いますが、

さらに緊急度を上げていく、あるいは重要度のレベルの体制を整えることを課題として取

り組んでいるところでございます。 

 いずれにいたしましても、これからの新しいサービスですが、関係業界の先輩企業の皆

様方のノウハウを吸収しながら図っていきたいということでございます。以上でございま

す。 

○舟田座長 ありがとうございました。 

 ただいまのご発表に対してご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。 

 私から一つだけ。④のサービスの仕組みで、個人顧客が契約する場合は販売代理店とし

て家電量販店とカメラ店、カー用品量販店をお使いになる。同じ質問を二日前のスカイパ

ーフェクＴＶ！にもしたのですけれども、その場合、そこで個人顧客は、契約をするとき

にさまざまな個人情報を手渡すことになりますね。そのときに、例えば家電量販店なりカ

メラ店にはそのときの個人情報は残るか残らないかということです。すべておたくにいく

のか、それともそれぞれ残すのか、その辺の契約はどうなっていますか。 

○田島マーケティング統括部長（モバイル放送株式会社） 現在、書類に関しましては量

販店を通して提供しているわけですが、加入申込につきましては、直接個人の方々からカ

スタマーセンターに申込書を通していただくことにしております。したがいまして、お店

のほうに個人情報ということでは残らない形で進めております。 

○舟田座長 そうすると、販売代理店というのは違うことを言っているのかな……。 

○田島マーケティング統括部長（モバイル放送株式会社） 加入の契約は直接私どもが行

いますが、端末だけ販売していただくということでございます。 

○舟田座長 わかりました。 

 よろしゅうございましょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、株式会社ビーエス・アイを代表して藤井取締役管理・技術本部長様及び榎

本取締役営業・編成担当様からよろしくお願いいたします。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） ビーエス・アイの藤井でご

ざいます。本日はこのような機会を与えていただきましてありがとうございました。本日
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は私がまずご説明させていただきます。ご質問にも答えさせていただきますが、一部補足

等がございますとまずいので、営業・編成担当の榎本も答える形をとりたいと思います。 

 私どもは無料民放事業者ということでございますが、個人情報については、各社とも、

我が社で言いますところのＢＳ－ｉクラブという組織がございます、弊社の場合は約６０

万弱、５７万数千人でございますが、会員の方がいらっしゃいます。その会員の方たちは、

ゲームに参加したり、クイズに答えたり、場合によってはショッピングでオンライン決済

をしたりと、そういうことができる方たちを集めたクラブでございます。その方たちの個

人情報を我々がお預かりしている状況でございます。６０万弱の個人情報を預かっている

ということで、我々としては、大変な緊張感を持って事に当たっているつもりでございま

す。 

 いずれにしましても、昨今の状況を見ておりますと、わずか１００以下の数であったと

しても大きな社会的なインパクトを与えてしまうことは会社にとって大変大きなダメージ

を与えることになると思っておりまして、これはリスクを背負っている者が自分たちでリ

スクを回避することが基本であろうと思っております。私どもは、社長以下、後でご説明

いたしますが、体制をとりましてやっております。もちろん、各社様のおっしゃるとおり、

これについてのパーフェクトな解答はないと思っておりますが、可能な限りできるところ

からやっていくということで、今日は、具体的に弊社の取組みについてご説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、幾つかの要素があると思っておりますが、一つは、今日の資料の「ＢＳーｉ説明

用資料」の１ページを使いながら説明させていただきたいと思います。 

 一つは規程整備。これは当たり前のことですが、私どもは番組を制作したり営業をする

上で制作会社とのパートナーシップと、もう一つはスポンサーとの密接な関係など外部と

の契約の問題がございます。社内内規の問題と契約書類の問題が規程としては非常に重要

でございます。それともう一つは、一般の視聴者に対してどのように我々のルールを開示

するかの開示方法、この３点が基本的な我々の規程をつくる上での条件になってくると思

っております。 

 １ページに「ＢＳーｉでの規定は以下のとおりです」と書いてございますが、この中に

は、先ほど申し上げました我々の規定と開示文書、契約書の部分が一緒になって入ってお

ります。構成員の皆様には、非公開で恐縮でございますが、それぞれの文書について参考

ということでつけさせていただきました。 
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 一番上位の概念は、私どもの社でありますと「個人情報取扱規定」がございます。これ

も参考におつけしております。これは昨年７月につくりまして、４月１日に改正したもの

でございます。これは、実は顧客情報だけではなく、社員の個人情報も含めたビーエス・

アイトータルの個人情報の考え方について述べたものでございます。今日の話題は多分顧

客情報のことだろうと思いますけれども、顧客情報に関しましては、「個人情報に関わる

運用規定」がその下の概念としておつけしてございます。これが顧客情報についての具体

的なオペレーションについて記したものでございます。この二つ、「個人情報取扱規定」

と「個人情報に関わる運用規定」が私どものいわゆる「規定」と呼んでいる文書でござい

ます。 

 例えば「個人情報取扱規定」は、いろいろご指摘はあると思いますけれども、個人情報

保護法に一応沿った形でつくられたもので、「個人情報に関わる運用規定」は具体的なオ

ペレーションです。例えばＥメールの添付で個人情報を送ってはならないとか、フロッピ

ーはこのように管理するとか、例えば宅配便を使うときにはこういう形で宅配便に委託す

るなど、そういうものが「個人情報に関わる運用規定」の中に盛り込まれております。 

 次は一般の視聴者に対する開示文書でございますが、この図で申し上げますと、「ＢＳ

ーｉ個人情報保護の考え方（公表用）」と書いてございます。これがウェブ上に展開され

ているものでございます。もう一つは、「ＢＳーｉクラブ会員規約」がございます。これ

もウェブ、データ放送で開示しているものでございます。 

 そして、実はこの図にはございませんが、個人情報利用の目的をデータ放送画面上であ

る作業をやっていくと途中で出す画面がございます。これは「個人情報に関わる運用規

定」が構成員の皆様のお手元にあると思いますが、一番最後のページに「個人情報使用目

的の特定方法の文例」がございます。例えば資料請求をしたいというところをクリックい

たしますと、こういう文例がデータ放送画面上に出てきます。「ご応募頂きますと、ＢＳ

ーｉクラブに事前登録頂いた、お名前、ご住所、電話番号をもとに＜提供会社名＞（各ス

ポンサー名）から資料をお送りいたします。尚、お申し込み頂いた……」云々が出てきま

す。データ放送画面上で今お客様がやろうとしている作業についてはこういうことになる

ということを例示するものがございます。 

 開示文書といたしましては、個人情報保護の考え方と「ＢＳーｉクラブ会員規約」、デ

ータ放送画面上での例示、この３点を扱っております。 

 ３番目は契約書でございます。契約者は、この図で申し上げますと、「個人情報に関す
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る同意書」がございます。これも皆様のお手元に参考例としてお配りしてあるはずでござ

います。この「個人情報に関する同意書」は外部発注時使用ということで、我々は番組を

つくる上でさまざまな協力会社と一緒になってやっております、その協力会社に例えば商

品の発送業務などを一部依頼するケースがございます、そのときに個人情報がわかります

ので、もちろん不必要なものは当たらないのですが、住所と氏名ぐらいは当たりますので、

その取扱いに関する規程です。先ほど座長からもご指摘がありましたが、先方にはそれが

残るのか。それは一切残さないという規定が書いてあるものでございます。 

 もう一つは、スポンサーに使用する「双方向サービスにおける個人情報に関する秘密保

持契約書」がございます。これもお手元にお配りしてございます。スポンサーと双方向番

組を使って当社のアンケートをとりたいということになり、結果として商品のサンプルを

お客様にお送りしたいということになりますと、サンプルを送るために住所程度はスポン

サーに送ることになります。それは送らないで自分でやれば全部オーケーということにも

なるのですが、スポンサーも実はそれを知りたいということもあります。ただし、それを

ほかの目的に使ってはならないということを書いた文章がこの中に含まれております。 

 これが私どもの規程、開示文書、契約書の一連の組み立てになっております。４月１日

に整備いたしましたが、オペレーションをしていく中で問題点や使いにくい点、あるいは

緩いなどいろいろ出てまいりまして、漸次改定している最中ではございます。これがビー

エス・アイの規程でございます。 

 資料１ページの下に「管理体制は以下のとおりです」と書いてございます。先ほど申し

上げましたように、私どももこの問題は大変重く受けとめておりまして、業界全体に与え

る影響、弊社に与える大きなダメージを考えますと、漏洩の可能性を少しでも減らしたい

ということで、最高管理責任者は私ですが、社長が自ら陣頭指揮をとる、すべての責任は

とるという形で先ほどの規程にも盛り込んでございますが、社長が全責任をとる形をとっ

ております。そして私が責任者でありまして、編成担当、営業担当、事業担当、管理部門

担当にそれぞれ情報管理責任者を置き、日々のオペレーションですね、実際に新しくスポ

ンサーが出た、そのスポンサーと契約をきちんと結んだかどうか、新しく番組が発生した、

そこのプロダクションときちんと契約を結んだかどうかという、編成担当であれ、営業担

当であれ、各責任者が日々のオペレーションのチェックをする体制をとっております。こ

れもなかなかしんどい話なのですが、そういう形をとっております。 

 もう一つ重要な点は、資料には書いてございませんが、先ほどから各社様がおっしゃっ
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ておりますように、システムの整備という点がございます。我々も６０万弱の個人情報を

扱っているデータセンターと、そのデータを閲覧できて管理するためのデータ室がござい

まして、そこに対しては指紋照合システムを導入しております。ビーエス・アイは、社員

５０名弱ですが、そこにアクセスできるのは１０名弱の人間です。その１０名弱が、なお

かつ指紋照合をいたしまして、誰が何時何分何秒に入った、出たという管理をいたしまし

て、入った後も管理端末の中にはパスワードがございまして、それでやっています。デー

タ室の中に、例えば受け渡しのフロッピーはすべて閉じ込めることにしておりまして、外

に放置したり、データを個人のパソコンにコピーすることは一切禁止しております。それ

がオペレーションです。もう一つは、データベースそのもののセキュリティの問題が大き

くあると思いますので、特に一部の会員は、ショッピングをするためにカード番号まで私

どもに教えていただいております。この部分に関しましては、データベースの中のコンピ

ュータのデータのセキュリティを二重三重に暗号化する対応をいたしまして、外部の監査

会社の監査を受け、一応大丈夫だろうという太鼓判といっていいんですが、ご判断をいた

だいています。これがシステム面の対応でございます。 

 ただ、先ほどから申し上げておりますように、１００点とは全く思っておりませんで、

いろいろな課題がございます。一つの大きな課題は、弁護士等も入れて相当議論をしてこ

こまでつくってきたのですが、日々トレンドは厳しくなる方向であると理解しております。

例えば個人情報に詳しい方に聞くと、今後ビーエス・アイが考えなければいけないことは、

スポンサーにしても制作会社にしても関連の協力会社との関係が強いときには、協力会社

への立ち入り監査権限を担保することを真剣に検討されたほうがいい、これはできるのか

どうか、ましてスポンサーのところへ行ってできるのかなとは思うのですが、そのぐらい

のトレンドになってきていると私は理解しております。 

 もう一つは、情報が万が一漏れたときの漏洩情報の開示タイミングのトレンドが相当変

わってきていると認識しております。例えば、フロッピを電車の中に忘れたという段階で

は、今までは漏洩の可能性があることは開示しないのが通例でございました。実際に漏洩

があったらしいというタイミングで初めて、弊社として大変申しわけないことをしたとい

うことを一般に開示する。今のトレンドは、電車の中にフロッピを忘れたタイミングで開

示すると聞いております。実際に漏洩があったかどうかということではなく、漏洩の可能

性がある段階で開示しなければならないと聞いておりまして、その辺のアクションプラン

についても事前に厳密に定めておく必要があるというご指摘がございます。 



 22

 もう１点のトレンドは、日本は性善説で生きている社会でいいのかなと思うのですが、

会社と従業員がこの問題について個別に覚書を交わす、労働契約とは別に個人情報を漏洩

した場合にはこういう措置をする、それについて異議はないという、会社対従業員、また

は派遣社員や契約社員、アルバイト、そして役員も含めて契約を結ぶトレンドがあります。

私の知っている会社でもそれをやっておりますが、そういうこともやらなければいけない

のだろうか。ただ、あまりいい雰囲気ではないよねというようなこともございまして、そ

の辺がなかなか悩ましい問題としてあると思っております。 

 いずれにしても、当然のことだと思いますが、日々この問題はきつくなってまいります

ので、あるタイミングでオペレーションと規程を整備したからといって、それで３年も４

年もほうっておいていいものではないと理解しております。社員に対する教育の問題は３

カ月に１度、半年に１度と当然やるのですが、規程そのもの、ルールそのものの見直しを

弁護士等も入れて半年に１度ずつぐらいやらないと、あるところで当社だけが取り残され

る危険性もあるのではないかと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○舟田座長 ありがとうございました。 

 それでは、今のご発表についてご質問、ご意見等をお願いいたします。 

○音構成員 先ほどの話で、クラブに相当いろいろな個人情報が入ると。もう少し具体的

にその内容を教えていただけますでしょうか。一番最初のポイントでは、氏名、生年月日、

住所、電話番号、メールアドレスと書いてありましたが。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） 私どもの個人情報は、お客

様に登録していただくときに必須項目と任意項目とございます。必須項目につきましては、

ウェブを見ていただくとおわかりになるのですが、当然のことながら氏名、ご自身で決め

ていただくパスワード、郵便番号など、必要であれば後でコピーさせていただきますが、

住所の漢字と平仮名、電話番号、双方向をやるための接続電話番号、Ｅメールアドレス、

性別、生年月日、Ｂ－ＣＡＳカード番号。任意項目につきましては、携帯電話番号、携帯

電話のメールアドレス、ファックス番号、例えば血液型、ご職業等がございます。それと、

クレジットカードの番号と有効期限、カード種別。未婚・既婚も任意項目としてはござい

ます。そこまででございます。 

○舟田座長 今の続きですけれども、デジタルの場合には、視聴履歴もとれることになる

でしょうか。 
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○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） 資料の最後に非公開でお願

いしますと書いておきましたが、一般論で申し上げますと、ＮＶＲＡＭの機能を使います

と、技術的には可能性はあると思います。ただし、これは我々の道徳的なと申しますか、

倫理的なと申しますか、その部分ではあり得ないと弊社は思っております。ただし一般論

ですが、ＮＶＲＡＭのありようはいわゆるウェブのクッキーと対比させてどういうふうに

考えていくかは重要な検討課題でありますし、我々もＢＳ各社とこの問題については議論

しております。開示すべきであるというところは一致しておりますが、どういう形で開示

されて、誤解のないような開示の仕方をしなければいけないので、無用な混乱が起きない

ような開示方法を考えなければいけないと思います。 

○舟田座長 もう一つ、ＢＳ－ｉクラブはよく知りませんけれども、加入者は、テレビシ

ョッピングもすることがありますね。そうするとショッピング歴はどうなりますか。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） ショッピング歴はあります。 

○舟田座長 おたくがショッピング歴はお持ちですね。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） はい。 

○舟田座長 そのデータは、実際にはビーエス・アイではなく、買ったカバン屋等が契約

の当事者ですが、そのデータはビーエス・アイがお持ちなのですか。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） 具体的に申しますと、ビー

エス・アイの顧客データベースがございまして、ビーエス・アイのショッピングはｉｓｈ

ｏｐというＴＢＳの事務局がやっているショッピング部門が請け負っています。そこにシ

ョッピングのデータベースが別途ございます。当然、そことはオンラインでデータが行き

来しているのですが、ｉｓｈｏｐの顧客データベースは、ＢＳ－ｉクラブのメンバーで買

った人以外にも電話で買う人、ファックスで買う人もすべて統合的にｉｓｈｏｐのサーバ

として管理しております。そこの管理会社、もちろん管理主体はＴＢＳの事業部でござい

ますが、我々の関連会社であるグランマルシェが管理を実際にしておりまして、そこの中

に閉じ込めております。そこが発送業務を全部行います。例えば一般の靴屋やカバン屋に

個人情報が渡ることはございません。 

○舟田座長 失礼ですが、ＴＢＳとビーエス・アイは別会社ですね。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） はい。 

○舟田座長 ＴＢＳに渡すという事前の同意書をとっているわけですね。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） それはあります。グループ
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内で言いますと、まさに、ＴＢＳ本体と私どもは、トマデジという会社が、実は、会員デ

ータベースの管理をしておりますので、ＴＢＳ、ビーエス・アイ、トマデジの三者でのか

なり強固な契約と、お互いに実体の開示をしているということですね。 

○舟田座長 スポンサーももちろん自分が売ったわけですから、売る範囲では渡すわけで

すね。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） はい。スポンサーの場合は、

実物の商品というよりも、サンプルをお渡しするなどの事例がほとんどなんですね。 

○榎本取締役営業・担当部長（株式会社ビーエス・アイ） サンプルとアンケートと資料

請求が多いですね。 

○藤原構成員 今の点に関連して、ｉｓｈｏｐのデータベースに、ビーエス・アイだけで

はなくて、電話とかいろいろ入っているということでしたが、その全体のデータベースを

各当事者が利用できるということなのでしょうか。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） それはＴＢＳの事業局のｉ

ｓｈｏｐの担当者しか利用できません。あくまで我々はビーエス・アイの入り口なんです

ね。ビーエス・アイの画面でショッピングをして申し込まれた方たちのポータルになって

いて、最終的にはｉｓｈｏｐを管理しているＴＢＳの事業局がその情報の全責任を負う。

例えば発送まで行う形をとっています。 

○藤原構成員 もう一つ全く違う質問でよろしいですか。雇用管理情報も目配りしてこの

規程をつくったということで、入退室管理の部分を相当詳しく書いておられるのですが、

監視ツールの議論は出たことはありますでしょうか。モニタリングですね、ここには載っ

ていないのですが。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） 例えば、監視カメラとか動

態観察のカメラなど、出ました。これもかなり具体的に機種まで検討したのですが、現在、

入退室は、ＴＢＳのカードがないと……平時は空いているのですが、例えば土日や深夜は

入れないんですね。そういう意味では、誰か人がいれば空いているのですけれども、土日

や深夜については、トイレに行くときもカードを持っていかないと入れない状態になって

います。ですから、それで一つはいいだろうと。その大きな部屋の中にデータ室がござい

ますので、現在は数人の者が指紋をかざさないと入れない形にしてあります。その部屋に、

指紋をかざすだけではなく監視カメラを置こうではないかと。これは、ウォークスルーの

問題がありますね。１人が入ったときに後ろからパーッとついて入られてしまったときに
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それを特定しなければいけないので検討はしたのですが、あまり効果的ではないので、お

金が……。 

○藤原構成員 質問の趣旨は、先ほど管理とか労働というところまでお話しになったので、

モニタリングの面において、労働者の個人情報、従業員の個人情報という意味の問題も含

むので、それで書かなかったのかなと思ったのです。 

○藤井取締役管理・技術本部長（株式会社ビーエス・アイ） 必ずしもそういうわけでも

ないのですけれども。 

○藤原構成員 どうもありがとうございました。 

○舟田座長 よろしゅうございましょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、株式会社ビー・エス・ジャパンを代表して、清水総務本部長補佐兼総務部

長様からよろしくお願いいたします。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） ビー・エス・ジャ

パンの清水でございます。私は社内の個人情報管理委員会の委員長をやっておりますので、

今日は、私のほうから説明するために参りました。 

 それでは、お配りしております資料３－２－４の内容に沿いまして、当社の個人情報保

護への取組みにつきまして概略をご説明いたします。 

 まず、これまでの経緯でございますが、当社は、２００１年２月から個人情報保護法が

国会で議論されるという状況を受けまして、社内での検討を開始しております。２００１

年５月に個人情報管理委員会を設置し、その中で検討を進めまして、８月に管理規程 

(案) まではつくりました。先ほどもお話が出ましたけれども、各ＢＳデジタル放送局は

会員組織を持っているのですが、私は、この時点では持っていませんでした。この８月の

時点でＢＳジャパンクラブというクラブをつくろうではないかという構想が持ち上がりま

した。この内容をこれから詰めるということなので、その中身がかたまった段階でそれと

の整合性を考慮して規程を正式に制定するということで、この時点では一旦見送っており

ます。翌２００２年９月に個人情報管理規程をつくりました。１０月からＢＳジャパンク

ラブの経済クラブがスタートしております。その直前に個人情報管理規程を設け、この管

理規程で運用することになっております。今年２月に「情報システム利用・運用管理規

定」、「社内情報システム利用のガイドライン」。これは個人情報保護とは直接結びつか

ないようですが、個人情報は社内の情報システムの中にデータが入っているケースがほと
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んどですので、社員が就業規則で秘密保持は義務づけられているわけですが、さらに社内

の情報システムを利用する場合には、こういう具合に使うべし、こういう使い方をしては

いけないという具体的なガイドラインをつくりまして、今年２月から運用しております。

最後に、４月からＭｙアドレスを導入。この中身に関しては後ほどご説明いたします。 

 個人情報に関しまして、いろいろな情報が放送局としてＢＳジャパンに来るのですが、

大きく３通りに分けてみました。まず視聴者センターへいろいろなお問合せが日々参りま

す。これは大方のケースはお名前を名のられることがないので、具体的に番組に関するお

問合せ等は名前を名のるケースがなく、当然ログに名前は入りませんので、これは個人情

報ではないと考えております。同じように、ハガキ、ファックスでご意見、ご要望が来る

ケースがあります。これは、丁寧な方は、住所とか名前まで書いているのですが、これは

番組への参考意見という形でプロデューサーに渡し、参考にした後に廃棄するということ

で、記録等は一切残しておりません。最後の双方向データ放送サービスを利用するための

会員登録情報は、まさに個人情報に該当するわけでございます。 

 当社の個人情報保護管理規程の抜粋を項目として抜書きしたのが３以下です。これは、

個人情報保護法が検討された段階で、その中身を見まして、それに沿った形でつくったも

のでございます。 

 情報収集に際しては目的を明確にし、利用の範囲、第三者に提供する場合にはその事実

を開示して収集することにしております。管理は当然適切に行い、第三者に漏洩しない。

目的外には使用しない。収集した情報は目的に応じて必要な範囲で正確かつ最新の状態に

保つことになっております。収集目的を達成した情報は消去する。ただし、情報提供者か

らお問い合わせがある場合に備えて、一応目的を達成した日から１年間は保管し、その後

消去するという運用にしております。外部に個人情報を取り扱う業務を委託する場合には、

その会社と秘密保持契約を結びます。情報の提供者から開示の要求あるいは訂正要求があ

った場合には、当然のことですけれども、本人であることを確認した上でご要求に対処す

ることにしております。苦情とかご相談が万一あった場合には、個人情報総合管理者（総

務部長）が窓口になって対応いたします。 

 社内の管理体制ですが、個人情報管理委員会を設置しております。この管理委員会で個

人情報管理規程に沿った実際の運用と、社員への啓蒙活動を行うということで、委員長が

総務部長、各本部ごとに個人情報管理者ということで１～２名の担当を設けております。

今日現在、合計４名の委員を設けまして、私を含めて５名の体制になっております。当然
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のことですけれども、管理規程は一応のガイドラインを提示する役割しかないと思ってお

ります。一番大事なのは社員一人一人の意識に尽きると思っていますので、その教育・啓

蒙が一番重要な役割だと思っております。 

 双方向データサービスを視聴者に提供するために、私どもが双方向通信サービスを外部

の会社に委託し、その会社のサービスを購入しております。当然、そのサーバを運営して

いる会社との間では契約を結んで秘密保持を義務づけております。この会社はプライバシ

ーマークを取得して個人情報保護をきちんとやっている状況になっております。 

 会員の登録ですが、個人情報を登録していただく場合には、私どもの場合ですと紙は使

っておりません。データ放送、すなわちテレビを使い、リモコンを操作してテレビから個

人情報を登録していただく。あるいは私どものホームページの中に登録する部分がござい

まして、そこに会員登録をしていただく二本立てになっております。会員情報の登録と更

新・抹消も、原則として登録者自身に行っていただくことになっております。したがいま

して、私どもの社員でも登録情報を見ることは運用上はほとんどありません。 

 会員登録する際に、テレビでもホームページでも会員規約を表示するようになっていま

す。登録される方はこの会員規約に同意した上で登録していただくことになっております。

それでは個人情報を登録していただく方がどういうことに同意した上で登録するかが以下

の３点でございます。まず、情報開示につきましては、会員が第三者へ個人情報を開示す

ることに同意した場合にはビー・エス・ジャパンは個人情報を開示します。それから、双

方向サービスを利用して物品等の購入、資料請求を行われた場合に、要求された物品の発

送作業を行うために第三者に個人情報を開示します。最後は、法令で個人情報を要求しな

さいと指示された場合。この３つのケースでは個人情報を開示することを包括同意してい

ただいております。 

 会員規約で、会員登録情報をビー・エス・ジャパンはこのように利用することができる

ということを同意していただいております。これが以下でございますが、視聴者の調査や

利用動向・傾向調査、番組制作や会員へのサービスを向上するために、ビー・エス・ジャ

パンは、個人情報を利用できるということです。これは私どもが利用するという意味合い

であって、外部に個人情報を渡すということではありません。それと各種案内の送付は、

私どもが会員の方々にご案内を差し上げることです。例えばこういう番組があるのでぜひ

見てくださいとメールマガジンでお送りする、あるいはほとんどやりませんけれども、Ｄ

Ｍを送るなどのケースがこれに該当いたします。広告主等へ個人情報を含まない形で統計
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情報で提供いたします。これは、具体的なお名前や住所等の個人情報は一切入らずに、例

えば、Ａという番組をごらんになった方のプロフィールとして５０代が何人、４０代が何

人、性別の割合はどうかという情報のことを指しております。 

 最後に、「むやみに個人情報を収集しない工夫」と書いておりますが、ビー・エス・ジ

ャパンの会員組織に関してご説明いたしますと、一番最初に経済クラブ、ビー・エス・ジ

ャパンは経済と文化を二本柱にした番組編成をするというコンセプトを持っております、

特に私どもは日経が筆頭株主になっておりますので、経済番組に力を入れております、そ

の関係で、一番最初に会員組織をつくったときに経済クラブをつくりました、これは、経

済に興味をお持ちの方に入ってほしいということで、セグメントを分けているわけです、

続いて、５０代クラブという、私どもは５０代にフォーカスした番組を持っておりまして、

５０代の方にぜひ入ってほしいクラブを２回目に立ち上げております、最後にＣＬＵＢ－

Ｆ、これはファッションや料理などに興味をお持ちの方に入ってほしいもので、今年に入

って立ち上げておりますが、私どもはそのようにセグメント別のクラブ会員組織を持って

おります。この三つのクラブに全く興味はないという視聴者も当然いらっしゃるわけです。

そういう方々はビー・エス・ジャパンの双方向サービスは一切使えないのか、それではま

ずいのではないかということで導入したのがＭｙアドレスというものです。 

 これは今年３月から使えるようにしたもので、これまで申し上げております個人情報は

ウェブなりテレビ放送をごらんになって個人情報を入れていただきますが、これは電話回

線を伝わりまして、サーバに個人情報が登録情報として登録されます。このＭｙアドレス

は、全く違う仕組みで、テレビの中にあるＮＶＲＡＭの中に個人情報を書き込んでいただ

く仕組みです。双方向データサービスを使う場合に必ずしも個人情報は要らないのですけ

れども、物品を購入したい、あるいは資料請求の場合は個人情報を送っていただかないと

要求された物品を送ることはできませんので、そういう場合にＭｙアドレスにあらかじめ

個人情報を登録しておいていただければ、その都度、住所や名前を入れるには結構時間が

かかりますので、あらかじめご自分のテレビに登録しておいていただければ、ボタン一つ

で個人情報が取り出せて資料請求ができる仕組みになっております。 

 こういうコンセプトによりまして、私どもではビー・エス・ジャパンのクラブ会員を膨

大な数にしようとは考えておりません。マネージブルな適切な、本当に経済等の個々のも

のに興味をお持ちの方に会員になっていただこうという考え方で運用しております。それ

以外の双方向データサービスを楽しみたいという方々には、Ｍｙアドレスの仕組みをお使
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いくださいというご案内をしております。 

 私からのご説明は以上です。 

○舟田座長 ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

 私から一つ。２ページの７で、会員規約で包括同意された情報開示の一つ目に、「会員

が第三者への開示に同意した場合」とありますが、これは当然、会員規約で書いてあるわ

けですね。会員規約には、第三者をどれだけ具体的に書かれておりますか。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） 第三者は、例えば、

物品を購入する場合のサプライヤー、売り手ですね、そういうものが第三者になります。

実際に、テレビ放送で、例えば、資料請求あるいは物品の購入のところで、購入という行

為をボタンで押す形で行っていただきますが、その場合にこの情報は、例えば、スポンサ

ーのＡ社に開示されるというご案内が出ます。 

○舟田座長 わかりました。それは、ある意味では、会員がショッピングする以上は、例

えばメーカーにいかないと買えませんから。普通、第三者というともう少し広くて、同意

さえとれば、もっと広い範囲が考えられるのですが、ここで想定していらっしゃるのは、

会員が自分で欲しいサービスを受けるために……。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） 座長のご質問は、

７の会員規約の包括同意ですね。 

○舟田座長 はい。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） そうです。これは

そういう意味です。 

○舟田座長 そういう意味ですか。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） はい、そうです。 

○舟田座長 わかりました。それに限られるということですね。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） そうです。会員が

第三者への開示に同意する場合は当然、資料請求でそのスポンサーから資料を送っていた

だくために個人情報が開示されます。あるいは、物を購入する場合に提供会社に個人情報

が開示されるという意味ですね。 

○舟田座長 例えば、ビー・エス・ジャパンの関連会社への情報提供も同意するという意

味ではないんですね。 
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○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） いいえ。会員規約

ではそういうことは書いておりません。私どもが覚書で秘密保持契約を結ぶのは、例えば

私どもがクイズをやって、当選者に物を送るケースがございますね。これは社内で送るケ

ースもあるのですが、すべて社内で贈るのは大変という場合には、私どもは購入した先に

発送を委託する場合があるわけですね。その場合には、そこと秘密保持契約を結んで、送

ってくださいというお願いをいたします。 

○舟田座長 ついでですけれども、最初の１ページの２の二つ目は、ハガキなどを廃棄す

るのですけれども、個人情報に当たるけれどもという場合だと思いますが、藤原構成員、

どうでしょうね。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） 名前や住所までお

書きになった場合ですね。 

○舟田座長 個人情報は個人情報ですよね。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） はい。 

○舟田座長 ただ、おたくのほうで管理しないということだと思いますけれども、該当す

るけれども管理しないということじゃないでしょうか。 

○清水総務本部長補佐兼総務部長（株式会社ビー・エス・ジャパン） 個々の１枚１枚に

関しては、おっしゃるとおり該当しますね。ちょっと乱暴な書き方で恐縮ですけれども。 

○舟田座長 よろしゅうございましょうか。 

 ありがとうございました。 

 続きまして、株式会社ビーエスフジを代表して、北林専務取締役様及び石川総務局長様

からよろしくお願いいたします。 

○北林専務取締役（株式会社ビーエスフジ） ビーエスフジの北林でございます。本日、

このような機会をつくっていただきまことにありがとうございます。それでは説明させて

いただきます。 

 まず、当社の扱う個人情報でございますが、およそ５１万人分でございます。これは、

クラブＢＳフジ会員の人数です。実は、会員数は日々増えております。当社では視聴者の

皆様にＢＳデジタル放送の特質を最大限に楽しみ、そして利用していただくということで、

双方向番組へのアクセス、あるいはプレゼントの申込み、物品販売など、いわゆる双方向

の機能を活かしたさまざまな企画番組を放送しておりますが、これらに参加するため視聴

者の皆様にクラブＢＳフジの会員として登録していただいております。 
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 次に、個人情報保護のための規程及び組織関係でございますが、今年１月から社内各セ

クションの責任者、実務担当者を集めまして、個人情報保護プロジェクトを立ち上げてお

ります。規程類は鋭意作成中でございます。また、組織的には、個人情報管理の責任者は

総務局長としております。今日同席しております石川がその責任者でございます。今後、

社内に個人情報管理委員会及びクラブＢＳフジ事務局を組織いたしまして、情報管理の体

制を速やかに構築しようということで現在作業中でございます。 

 細目につきましては、石川総務局長から説明させていただきます。 

○石川総務局長（株式会社ビーエスフジ） 石川でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、現状からご報告させていただきます。構成員の先生方のお手元にございます資料

に基づいてご説明いたします。 

 まず、北林から申し上げましたように、私どもの取り扱っている個人情報ですが、クラ

ブＢＳフジ会員が約５１万人分という形になっております。先ほど舟田座長からご質問が

ありましたテレビショッピング等の情報に関しましては、当社の場合は、テレビの画面上

で物品を紹介し、紹介した物品を購入したい方は別の場所にお電話していただくなりお申

し込みいただく形で、実は当社の場合には、グループ企業で通信販売を行っている会社が

ございますので、そちらにお申し込みいただく形になっております。したがって、ＢＳフ

ジとしましては、テレビショッピングの情報は扱っておりません。視聴者対応セクション

に電話がかかってくる場合でも、名前その他の個人情報に関してはお聞きしないことにな

っております。そういう形でそちらにもそういう情報は残っておりません。したがって、

私どもの取り扱っている情報としましては、基本的にはＢＳフジ会員が約５１万人。 

 その中で、会員登録するにはいろいろな方法がございますが、ハガキやファックスを利

用していただいてお申し込みされる方もいらっしゃいます。デジタルテレビ上で登録して

いただく方、あるいはウェブ上で登録するなど、いろいろな形がございます。ハガキやフ

ァックスだけで登録した方は、非アクティブといいますか、実際には双方向サービスはま

だご利用いただけません。そういう方々を除きますと、テレビとウェブで実際に双方向ア

クセスを利用するために登録していただいた会員は約３２万人という形になります。 

 １年半ぐらい前にようやく２０万人を超えたという話を我々の中でもしていたのですが、

日々増えておりまして、普及がそれだけ増えているということもあるのですけれども、３

年半で約５１万人という状況になっておりまして、この取扱いには、本当に厳重な注意が
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必要であると認識しております。 

 続きまして、実際にどういう個人情報を取り扱っているかについてご説明いたします。 

 まず、クラブＢＳフジ会員になるために登録していただく情報としましては、氏名、住

所、電話、生年月日、性別、職業です。ＰＣメールアドレス、携帯メールアドレスはお持

ちの方に登録していただく形になっております。登録する際には、クラブＢＳフジ会員規

約を了承し、その上で入っていただく形になっております。なお、会員登録を解約したい

という方も中にはいらっしゃいます。そういう連絡をいただいた場合には、１週間以内に

データベースから情報を削除することにしております。今までそういうケースは通算して

７，０００名程度ございました。 

 それ以外の情報につきましては、非常に微々たる数字なのですが、まず会員が双方向ア

クセスの際にパスワード等を持っておりますので、間違えてロックがかかってしまった場

合にＢ－ＣＡＳカードの番号が必要であった時期がございます。これは以前で、今は必要

ではございません。非常に少数ではありますが、こちらにそれを伺ったことはございまし

た。 

 あと、当社のほうでＢＳフジカードというものをつくっております。これは、ＢＳフジ

の番組だけしか使えないという意味ではなく、汎用的なカードなのですが、ＢＳフジの名

前が一番上にのっているものができています。こういうカードを使って物を購入すること

も可能なわけですが、例えば番組で何か決済するという場合でも、当社のほうはカード番

号しか把握しておりません。例えばお客様の口座番号等は、実際のクレジット会社、カー

ド会社のほうでお持ちでございまして、当社にはそういう情報は保持していません。同じ

く、例えば視聴者ご本人が持っていらっしゃるカードを利用して買い物をするという場合

でも、あくまで我々のほうで保持しているものはカード番号で、これは何回も買い物をし

たいというケースがあった場合に、その都度カード番号を登録するのは厄介なので、そう

いうときに楽に決済できるようにパスワードのみで認証できる形をとっている場合には、

当社でカード番号を個人情報として持っております。 

 今申し上げておりますカードで決済云々の話に関しては、テレビショッピングとは別物

でありまして、当社の中で具体的な番組名で申し上げますと、例えば「史上最大のオーク

ションショー」をやっておりまして、タレントさんがお持ちのお宝を買うときに、クラブ

ＢＳフジ会員だけがアクセスして参加する権利があるのですが、それを購入するときに必

要になるという意味のカード番号であって、いわゆる通常のテレビショッピングの意味と
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はちょっと違います。 

 そういう内容が、ＢＳフジとして扱っている情報の細目になっております。 

 現状の情報の取扱いですが、先ほどビーエス・アイさんからもございましたように、な

ぜクラブＢＳフジ会員になるかといいますと、ゲームに参加してポイントを貯めるとか、

例えばオークションショーに参加して物を落札するとか、そのために双方向サービス会員

になる形なのですが、それ以外には、実際にスポンサーへ第三者情報提供というケースが

あります。これは、ビーエス・アイさんもおっしゃっておりましたが、商品サンプルとか

アンケートなど、企業のマーケティング的活動に使われるケースが非常に多いということ

です。ただし残念ながら、これはもっと多いと当社も商売的には非常に楽になるのですが、

それほど多い件数ではありません。この場合は利用目的を明示した上で、あくまで会員の

許諾を得ております。これは電話とかメール等で、実際にこういうスポンサーへ情報を提

供いたします、よろしいでしょうかという形で、基本的に許諾を得ております。スポンサ

ーへ情報を提供する場合には、登録データをそのままお渡しするのではなく、あくまで必

要な部分だけを加工してお渡しする形をとっています。 

 最後に、情報へアクセスする場合にどういう形をとっているかといいますと、当該部署

の担当者がパスワードを実際に使って行っているのが現状でございます。これは何人ぐら

いかといいますと、ビーエスフジは、正社員と契約社員を交えて９０人程度おります。そ

のうち約１０人が実際に情報へアクセスすることができる状況になっております。 

 次に、秘密保持関係の契約ですが、先ほど申し上げましたように、情報を提供する場合

にスポンサーとの間で秘密保持契約を締結しております。そして、それ以外に実は情報を

管理する部分でいわゆる業務委託をしている会社が何社かございます。そういう先、ある

いは情報を実際に社内で扱う契約者等と契約する際に、業務上知り得た情報の秘密保持の

条項をきちんと入れておりまして、基本的にそれによって秘密保持を契約上担保している

形にしております。 

 今後の取組みに関して、次のページを見ていただければと思います。 

 まず、規程・組織類に関しましては、現在鋭意作成中ということで既にほぼでき上がっ

ている形ではございますけれども、個人情報管理規程あるいは個人情報管理ガイドライン

をつくっております。それに基づきまして、個人情報管理委員会及びクラブＢＳフジ事務

局を組織する。イメージとして、個人情報管理委員会は総務局長が委員長になり、編成、

営業、技術の各局より各委員が出て委員会を構成します。その下に実際に情報にアクセス
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できるアクセス権者を設ける。そういう形の３段階構成を考えております。実際の運用に

関しては運用マニュアルを作成するということで、現在鋭意作成中なのですが、実際のマ

ニュアルに盛り込む内容といいますか、情報を今後どのように増やしていくかということ

に関しまして、まず、個人情報は社内から漏洩されるケースが多いということがございま

す。基本的に社内からの漏洩を何よりも防止しなければいけないということがございまし

て、まず現在、パスワードで認証を行っているものを指紋等の認証に変えて、アクセス権

者をできる限り絞り込むと同時に、アクセス履歴が残るようなソフト、システムを導入す

ることを現実に検証しております。 

 先ほど個人情報管理委員会でレベルを３ランクに設定すると申し上げましたが、こうい

う情報の取扱いの種類によって、どの情報をどこへ出せばよいか、その許可、許諾に関し

てどのレベルで判断できるか。そういう組織体制を構築するべく現在つくっております。

つまり、実際に扱う人は誰でも個人情報を出すのではなく、それぞれの重要度に応じてど

の判断で出せるかということをきちんと明確にしていきたいと思っております。 

 最後に、データの受け渡しに関しまして、デジタルという便利さから離れてしまう可能

性はあるのですが、デジタルデータでメールに添付してということになりますと漏洩され

る危険性が大きいという認識は当社の中でも持っておりまして、なるべくなら紙ベースを

使って行っていきたいと考えております。 

 以上の内容をマニュアルの中でうたっていきながら、実際に運用マニュアルを作成した

いとしております。 

 これは少し先の話になるのですが、当社は小さな会社でございまして、場所も狭く、セ

キュリティを確保するための部屋を確保できないのですけれども、実は半年先ぐらいには

事務所を多少拡張できる予定がございまして、その中で情報を取り扱うためのセキュリテ

ィルームを設置することを盛り込んでおります。これに関しましては、先ほどのアクセス

権者が基本的に鍵のかかった場所に入ります。逆にその人間でなければ扱えない形にまで

絞り込む形で考えております。 

 情報の取扱いに関しては以上でございます。 

 先ほど申し上げました第三者あるいは業務委託先との契約の見直し、あるいは再確認を

行いまして、社内からの漏洩を防止するよう努力したいと考えています。具体的には、現

在、基本契約的な形、一種の精神条項でしかないかもしれません、そういう形になってお

りますが、具体的にどの形でどういう情報を出し、どのように利用した後どう処理するか
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という具体的な条項を覚書等で個々に情報をお渡しするたびに確認する形にしまして、そ

れで漏洩を防ぐ形、つまり最終的な情報の処理までそこで行えるような形にしていきたい

とは思っております。 

 最後に、情報管理に関する社内啓蒙及び社外への告知ということで、当社のセキュリテ

ィポリシーをホームページ上に掲載する予定でございます。そして、先ほど申し上げまし

たように、社内からの漏洩がないように、各セクションへの啓蒙活動を常に行い、具体的

には説明会、連絡会等を頻繁に想定しております。 

 こういう形で、今後の取組みも含めましてご説明申し上げました。 

○北林専務取締役（株式会社ビーエスフジ） 以上ご説明申し上げましたとおり、ビーエ

スフジとしましては、個人情報を取り扱う事業者として、昨今の情報漏洩事件を非常に憂

慮しております。そして、情報管理に非常な危機意識を持って取り組んでおります。これ

は、大変重要な危機管理事項ということで委託放送事業者としてＢＳデジタル放送への視

聴者の信頼が揺らぐことのないよう、自主的に最大限の誠意と努力をもって臨む所存でご

ざいます。 

 ビーエスフジは以上でございます。 

○舟田座長 ありがとうございました。 

 ただいまのご発表についてご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

○藤原構成員 １．Ｃの情報の取扱いのところで、「スポンサーへの提供情報は、生デー

タではなく、加工している」、その後に必要な部分をとおっしゃったのですが、統計処理

をしている、あるいは個人識別性をなくしているという意味ですか。 

○石川総務局長（株式会社ビーエスフジ） そういう意味ではございません。先ほど申し

上げましたように、氏名、住所、電話番号、生年月日等のたくさんの情報がございますの

で、スポンサーの要求している情報のみを加工してお出しするという形になります。 

○藤原構成員 そうしますと、利用者との関係では利用目的を明示した上でということで、

スポンサーにこれこれの情報を提供することがあるということを言っているということで

すか。 

○石川総務局長（株式会社ビーエスフジ） そういうことですね。 

○藤原構成員 とにかく個人識別性があるままスポンサーに出しているということですね。 

○石川総務局長（株式会社ビーエスフジ） そうです、統計処理したものではありません。 

○藤原構成員 それはダイレクトメールにも使われるのでしょうか。 
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○石川総務局長（株式会社ビーエスフジ） スポンサーによって、いわゆるアンケートで

すとか、ダイレクトメールとか、そういうことはございます。 

○舟田座長 これまで会員から開示請求はありましたか。開示請求の制度はありませんけ

れども、自分のデータはどうなっているか、見せろということ。 

○石川総務局長（株式会社ビーエスフジ） バスワードを教えてくれという問い合わせは

ございますけれども、情報開示請求はありませんね。 

○舟田座長 よろしゅうございましょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 時間が長引いて申しわけありませんが、次に東経１１０度ＣＳの左旋円偏波をめぐる経

緯及び東経１１０度ＣＳの左旋円偏波の放送利用に関する関係者の意見について、事務局

から説明をお願いいたします。 

○藤野衛星放送課課長補佐 それでは、資料３－３によりまして東経１１０度ＣＳの左旋

円偏波をめぐる経緯、資料３－４によりまして、東経１１０度ＣＳの左旋円偏波の関係者

のご意見についてご説明申し上げます。 

 資料３－３でございますが、左旋円偏波の問題は、平成１４年から東経１１０度ＣＳの

右のほう、右旋円偏波のサービスが行われておりますが、これと同じ周波数帯を用いて違

う方式で放送を行う、左旋円偏波を使って放送を行うかというもので、これについてどの

ような議論が行われたかを拾ったものでございます。 

 現在、これは通信に使われているわけですが、経緯を拾っていきます。 

最初の平成元年、もともと右旋円偏波で現在放送をしている、受託委託放送制度が創設

されたということがございまして、平成３年から我が国で東経１１０度におけるＣＳ放送

を使う国際的な手続が始まりました。具体的な動きが平成１０年、衛星会社等がこの打上

げ予定について公表し、平成１１年、関連各社において放送利用についての要望がなされ

ました。 

 平成１２年１月、郵政省の局長会見からこの制度化についての意見募集が行われました。

この中で出てきた意見で、左旋円偏波については通信ではなく放送のほうにも使いたいと

いうご意見、あるいはそれに対しまして、左旋円偏波は放送利用に割り当てないでほしい

というご意見が当時出されました。 

 平成１２年７月、右旋円偏波だけで放送を行うということで制度の整備が行われました

が、順次、これに沿って、衛星の打上げ、あるいは予備免許等の付与の手続が行われまし
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た。左旋円偏波は当時通信に使われることになりましたが、これを放送にも利用できない

かという動きがもう一度始まりました契機として、電気通信役務利用放送法という電気通

信事業者の役務を利用した放送を行う制度ができたわけですけれども、平成１３年６月２

９日に法律が公布されたということがございます。 

 この法律の施行に当たりまして、意見募集が平成１３年９月１４日から行われておりま

す。このときに、既に左旋円偏波を通信に用いるということで衛星の打上げなどをされた

事業者である宇宙通信様から、Ｎ－ＳＡＴ－１１０の左旋円偏波のトランスポンダについ

て可及的速やかに新しい法律の適用をしてほしいという要望が出されました。 

 最終的には、平成１４年１月２５日、電気通信役務利用放送法の施行をするための制度

整備を行ったときに、電気通信役務利用放送法は適用しないという理解のもとに制度整備

が行われてまいりました。 

 次の３ページにまいりまして、これに関連しまして、平成１４年１２月２５日、総務省

の「衛星放送のあり方に関する検討会」で最終取りまとめを行ったわけですが、その中で

またこういう議論がなされました。ここでの取りまとめ内容が点線で囲まれている部分で

ございまして、結論から申しますと、「左旋円偏波による放送は、集合住宅での受信関係

の整備を要すること等から、慎重に対応する必要があり、これらの課題の解決状況を見な

がら、今後更に検討していくことが適当」とまとめられました。 

 ところが、平成１５年に日本経団連様から、再度これを検討してほしいという要望が出

されました。日本経団連の要望の抜粋が点線の囲みの中に入っております。１１０度の衛

星で中継器に余裕がないという指摘があるけれども、左旋円偏波を放送に利用することで

使えるのではないか、そのために電気通信役務利用放送法をこれに適用する必要があると

いうが要望が出されました。 

 ４ページにまいります。今回の検討の直接の契機になっているものですけれども、３月

１９日の閣議決定「規制改革・民間開放推進３か年計画」の中で、政府としてあらためて

また検討することが決まっております。 

 これに関連しまして、あらためて関係者等のご意見をいただくことをお願いしまして、

それを集めた結果が資料３－４でございます。 

 目次を見ていただきますと、一番上のほうに、もともと本件の要望元であった宇宙通信

株式会社様、同じく左旋円偏波を衛星として使っているジェイサット株式会社様、特に左

旋円偏波利用についていろいろな問題があるということでご指摘をいただいていたメーカ
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ー関係で、３、４の関係者からの意見、５以降は放送事業者関係のご意見の順番で並んで

おります。 

 表紙をめくっていただいて１ページでございます。宇宙通信株式会社からあらためてご

意見をいただきました。「記」以下に、「本件の実現にあたっては、あくまで受信者の利

益保護が最優先されるべきであり……」、そして放送利用をする場合には、受信関係の整

備が欠かせないとご指摘いただいております。その次に、「行政の方針決定はもちろんの

こと実際に放送を行う放送事業者や受信機メーカー様のご意向が重要な要素」であると、

そして、いろいろなところからの指摘をもらったところ、左旋円偏波を放送に利用する環

境は整っていない状況にあると思われる、したがって、現時点で早急に東経１１０度衛星

の電気通信役務利用放送法の適用を要望するものではないとおっしゃっています。最後に、

周辺環境の整備状況を勘案し、これが整ったと思われる状況に至った場合には、その時点

であらためて要望するということでございます。 

 次に、２ページにまいりまして、ジェイサット株式会社の提出意見でございます。

「記」以下で基本認識を述べておられますが、２で放送利用の是非についてまずおっしゃ

っておりますのが、東経１１０度ＣＳ放送の普及推進方針は、ハイビジョン高精細度テレ

ビジョン放送を軸に普及推進を確保すべきであるということを念頭に考えて、このための

用に供する中継器が不足するのであれば、左旋円偏波を放送に利用することには異存はな

い。しかしながら三つの課題があるとおっしゃっております。①は、ＢＳデジタル放送と

１１０度ＣＳ放送が同じ受信機で受信できる環境であることをまず考える、②は、ＢＳ放

送のチャンネルのあり方についての方針などについても慎重に考えるべきだ、③でいろい

ろ挙がっておりまして、個別には３ページにございます。幾つか並べられておりますが、

例えば下から二つ目は、集合住宅での受信システム規格についてもきちんと考えるべきで

あるということをおっしゃっております。 

 ４ページにまいります。社団法人電波産業会（ＡＲＩＢ）は放送に関する規格などをつ

くっております法人ですが、この中で標準規格のいろいろな点についてご指摘いただいて

おります。 

 そして５ページにまいりますが、かつてＡＲＩＢで検討いただいたときの検討結果がど

うなっているかを書いていただいております。少しわかりにくいところもあるかもしれま

せんが、細かく書いていただいております。結論から申し上げますと、かつて三つの方式

について検討したが、その結果をＡＲＩＢの附属の部分で書いてあります、その中にある
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ように、まだこれだけでは十分ではないので、別途規格が必要になる可能性があるという

結論でございます。 

 ６ページからは、ＡＲＩＢの規格において言及されている部分で、かなり詳細にここは

関係部分であることを指摘して添付していただいております。 

 １４ページにまいりまして、メーカーの団体であります社団法人電子情報技術産業協会

様からのご意見でございます。 

 いろいろな技術的な課題がまだ残っているということが１４ページ下半分の基本スタン

スの部分でございまして、技術的課題が存在しているということ、そして、この放送波を

利用したいとする放送事業者がいて、国民のニーズに合致した魅力的な放送を継続的に実

施するのであれば、当協会としてもこの受信機の企画・開発に向けて検討を行う用意はあ

る、放送事業者があらわれた上で共に開発等をやっていける環境がなければいけないとい

うご指摘だと思います、同様のことが１４ページの要望のところにも書いてございます。 

 １７ページから放送事業関係者からのご意見でございます。 

 民放連からのご意見でございまして、簡明に３点に分けてご指摘いただいております。

１点目でございますが、視聴者の受信環境の整備、放送事業者のニーズの見極めが欠かせ

ないので、検討には十分なエネルギーを注ぐべきであるということをおっしゃっておりま

す。２では事業環境の確保、３では東経１１０度ＣＳやＢＳ放送、地上放送の３波共用受

信機による視聴を前提として行われていることについておっしゃっております。 

 １８ページでございます。衛星放送を行っている社団法人衛星放送協会様のご意見です。

４点に分けておられますが、２では、１１０度ＣＳ放送も成長が停滞している、過当競争

を招く結果にならないか危惧されるというご指摘をいただいております、４では、受信環

境の対応がどのように行われるかが見通せない、その見極めが本当につくのだろうかとい

うご指摘でございます。 

 １９ページは、衛星放送の直接受信ではなくて、ＣＡＴＶ経由で行う場合についてのご

指摘でございますが、社団法人日本ケーブルテレビ連盟様からのご意見でございます。技

術的にＡＲＩＢの規格に則った形で行われるのであれば、これは、例えば、３スロットま

でのデータ放送であれば、そういう仕様をきちんと出すのであれば支障はないかもしれな

いが、いろいろな検討が必要であるということをご指摘いただいております。 

 最後の２０ページでございます。ＮＨＫ様からの、ご意見というか、ご意見に関するコ

メントでございまして、特に意見はないということでございました。 
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 本件に関しましては、特に集合住宅における受信環境の整備がどのぐらいできるのかと

いう問題もありますが、その一方で、左旋円偏波を放送に利用しようという要望元も含め

て、あまり積極的な意見がない状況になっているわけですけれども、こういうことも踏ま

えて別途ご検討いただきたいと思っております。 

○舟田座長 以上についてご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

 またゆっくり検討することにいたしましょうか。 

 そのほか全般についてご質問、ご意見等はよろしゅうございましょうか。 

 それでは討議を終了することにして、事務局から連絡事項はありますか。 

○藤野衛星放送課課長補佐 次回（第４回）会合から、また個人情報保護を中心に検討い

ただこうと思っておりますが、スケジュール等については別途ご案内させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○舟田座長 今日は皆様大変熱心にヒアリングに応じて下さり、議論していただいてあり

がとうございました。これで第３回の会合を終了させていただきます。 

 

午後１８時３０分 閉会 

 


